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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第23期
第１四半期
累計(会計)期間

第24期
第１四半期
累計(会計)期間

第23期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 654,779 714,5662,617,617

経常利益（千円） 6,019 113,845 154,130

四半期（当期）純利益（千円）

（△は損失）
△21,143 53,897△1,075,075

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 486,300 686,296 686,296

発行済株式総数（株） 7,740 20,892 20,892

純資産額（千円） 1,209,052622,414 568,208

総資産額（千円） 11,848,46610,775,10710,918,326

１株当たり純資産額（円） 156,208.3429,791.9827,197.44

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）（△は損失） △2,731.672,579.80△116,691.14

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 10.2 5.8 5.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△148,204 32,235 3,154

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△106,164 30,988△149,783

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△167,486△89,501△564,707

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 516,495 200,733 227,012

従業員数（人） 286 262 282

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含んでおりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社

における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 262 （42）

（注）１　従業員数は就業人員であり常用パートを含んでおります。

２　従業員数欄の（外書）は臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員数（１日８時間換算）でありま

す。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社は、有料老人ホームの設置、運営、管理等のサービス提供という単一の事業を行っており、事業部門の区別による

記載は行っておりません。

(1）生産実績

　　　　該当事項はありません。

(2）受注状況

　　　　該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

区分
当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

前年同期比（％）

有料老人ホームおよび高齢者専用賃貸住宅事業
販売高(千円) 　

714,566 109.1

 うち介護保険報酬 202,321 118.0

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別に対する販売実績は、いずれの相手先についても、販売実績の総販売実績に対する割合が100分

の10未満のため、記載を省略しております。

２【事業等のリスク】

　当社は、前事業年度において多額の減損損失、投融資に関する貸倒引当金の設定、および評価損の発生により

1,075,075千円の当期純損失を計上し、資本欠損の状態となり、金融機関からの新たな資金調達が困難となりました。

当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が続いています。

　そこで当社は、当該状況を解消すべく平成21年１月30日に、適正な介護保険報酬の確保や経費削減、事業提携、資本増

強、金融機関からの融資返済の条件変更などを含む「再生計画」を策定し、安定資金の確保と経営体制および事業モ

デルの改革を早急に実施することにいたしました。

　当社は、同業者であります株式会社かわぞえ（札幌市で介護付有料老人ホーム1棟52床を運営および神恵内村で高齢

者グループホーム等３施設を運営）との業務提携、相互営業協力による施設空室の入居促進、介護保険報酬の適正化

策の実施、施設における人員配置の徹底した見直し、人材交流など具体的な改革に着手しております。また、当社は藤

井伸一氏（株式会社かわぞえ取締役、議決権50％を保有する同社株主）による第三者割当増資を行うとともに、取引

金融機関から返済条件変更のご契約をいただき、当面の資金繰りについて状況は改善されたものと判断しておりま

す。次事業年度内が期限となる借入については、再度借換をお願いするなど、対応策を協議しながら再生を進めている

途上であり、現時点で未だ継続企業の前提に重要な不確実性が認められます。再生計画どおりの実施が困難な場合に

は、当社の財政状況に影響を与える可能性があります。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期会計期間（平成21年４月1日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響

を受けた景気の急激な悪化は下げ止まり傾向にあるものの厳しい環境が続いております。当社が事業展開する北海

道内の景気も低迷し、公共投資は持ち直しているものの、住宅投資、設備投資が大幅に減少し、雇用、所得環境が厳し

い状況のもと、個人消費も低迷しました。

　高齢者住宅市場におきましては、社会情勢、消費者心理が反映され、入居一時金が不要、または低額に抑えた施設や

月額家賃方式の施設が高入居率となるなど低価格化傾向が顕著となっております。このような状況のもと、当社は

札幌市内の介護付有料老人ホーム光ハイツ・ヴェラス５施設、および小樽市に平成21年３月に開設しました月額家

賃方式の適合高齢者専用賃貸住宅ヴェラス・クオーレ小樽の空室販売に全社を挙げて取り組みました。その結果、

光ハイツ・ヴェラス12室、ヴェラス・クオーレ18室の新規入居を獲得しました。高額入居一時金方式の有料老人

ホームの販売が低迷する市場において、当社の有料老人ホーム５施設の平均入居率は90.8％を確保いたしました。

　当社は、財務体質の改善の課題に取り組み、介護保険報酬の適正化策の実施、経費削減の推進等を全社を挙げて実

施しておりますが、当第１四半期会計期間において新規入居が順調に推移し、入居金売上の他、介護保険報酬の増加

（前年同期比18.0％増）があったことに加え、売上原価の圧縮（前年同期比7.5％減）および販売管理費の圧縮

（前年同期比15.8％減）も結果を出し始めております。 

　以上の結果、第１四半期における売上高は714,566千円（前年同期比9.1％増）、営業利益139,829千円（前年同期

比467.6％増）、経常利益113,845千円（前年同期は6,019千円）、四半期純利益53,897千円（前年同期は△21,143千

円）となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は200,733千円となり（前年同期

比61.1％減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは32,235千円の資金収入となりました。そ

の主な要因はの売上の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは30,988千円の資金収入となりました。そ

の主な要因は定期預金の払戻しによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは89,501千円の資金支出となりました。そ

の主な要因は社債の償還による支出によるものであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当社は前事業年度より継続企業に関する課題があります。当社は、前事業年度に策定した中期経営計画を改定し、

新たに「再生計画」策定し、安定資金の確保と経営体制および事業モデルの改革のための方策を早急に実施いたし

ます。

　再生計画では、多額の入居一時金・介護等一時金を支払う新規入居に依存した不安定な収入構成を、収支バランス

のとれた収入モデルの月額家賃方式に転換するとともに、介護保険報酬と月額利用料とを軸とした安定性ある収入

構成に改善します。人件費および経費管理を充分に行い、適正な人員配置と効率的なサービスの提供を実現します。

　安定した資金繰りを確保し、健全な経営基盤のもと事業展開をはかるため、業務・資本提携に関する協議を進め、

取引金融機関に対して返済条件の緩和の申し入れを行ってまいります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,960

計 30,960

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,892 20,892
札幌証券取引所

（アンビシャス市場）

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であり

ます。なお、単元

株制度は採用し

ておりません。

計 20,892 20,892 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日
－ 20,892 － 686,296 － 566,296

（５）【大株主の状況】

①　当第１四半期会計期間において、株式会社ＫＥホールディングスから平成21年５月13日に変更報告書（大量保

有）が提出されており、平成21年４月２日現在で保有株式が480株となった旨の報告を受けておりますが、株主名

簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　　なお、株式会社ＫＥホールディングスからの大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

　大量保有者　　　　　　　株式会社ＫＥホールディングス

　住所　　　　　　　　　　東京都中央区日本橋室町三丁目２番15号

　保有株券等の数　　　　　株式　　480株

　株券等保有割合　　　　　2.30％
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②　当第１四半期会計期間において、藤井伸一氏から平成21年５月19日に変更報告書（大量保有）が提出されてお

り、平成21年５月18日現在で12,887株を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認

できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　　なお、藤井伸一氏からの大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

　大量保有者　　　　　　　藤井　伸一

　住所　　　　　　　　　　北海道札幌市中央区

　保有株券等の数　　　　　株式　　12,887株

　株券等保有割合　　　　　61.68％

③　当第１四半期会計期間において、株式会社メデカジャパンから平成21年５月22日に変更報告書（大量保有）が

提出されており、平成21年５月18日現在で保有株式が０株となった旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記

載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　　なお、株式会社メデカジャパンからの大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

　大量保有者　　　　　　　株式会社メデカジャパン

　住所　　　　　　　　　　埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目９番６号大宮センタービル13階

　保有株券等の数　　　　　株式　　０株

　株券等保有割合　　　　　0.00％

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,892 20,892

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。なお、

単元株制度は採用してお

りません。　　

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 20,892 － －

総株主の議決権 － 20,892 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、１株（議決権の数１個）含まれて

おります。

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名または名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月

最高（円） 12,590 10,800 27,000

最低（円） 9,600 9,400 9,200

　（注）　最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に

基づき、当第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）および当第１四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第１四半

期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）および当第１四半期累計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日）に係る四半期財務諸表については監査法人銀河による四半期レビューを受けております。

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

　第23期事業年度　　　　　　　あずさ監査法人

　第24期第１四半期累計期間　　監査法人銀河　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 285,733 277,012

営業未収入金 221,899 191,448

商品 235 255

その他 48,765 50,649

貸倒引当金 △1,499 △1,499

流動資産合計 555,133 517,865

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※
 6,813,347

※
 6,878,949

土地 2,158,142 2,158,142

その他（純額） ※
 979,999

※
 998,993

有形固定資産合計 9,951,490 10,036,085

無形固定資産

その他 61,841 66,781

無形固定資産合計 61,841 66,781

投資その他の資産

その他 435,142 526,094

貸倒引当金 △228,500 △228,500

投資その他の資産合計 206,642 297,594

固定資産合計 10,219,973 10,400,461

資産合計 10,775,107 10,918,326

負債の部

流動負債

買掛金 4,307 6,193

1年内償還予定の社債 － 51,000

短期借入金 587,600 562,600

1年内返済予定の長期借入金 239,051 373,728

入居金預り金 899,530 888,336

介護料預り金 83,032 83,048

賞与引当金 20,820 36,961

その他 299,356 282,854

流動負債合計 2,133,698 2,284,722

固定負債

社債 － 48,000

長期借入金 832,317 706,490

長期入居金預り金 5,589,461 5,703,243

長期介護料預り金 594,729 604,133

退職給付引当金 43,044 43,777
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

修繕引当金 192,834 185,202

役員退職慰労引当金 28,929 27,814

その他 737,678 746,733

固定負債合計 8,018,995 8,065,395

負債合計 10,152,693 10,350,117

純資産の部

株主資本

資本金 686,296 686,296

資本剰余金 566,296 566,296

利益剰余金 △630,498 △684,395

株主資本合計 622,095 568,197

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 319 11

評価・換算差額等合計 319 11

純資産合計 622,414 568,208

負債純資産合計 10,775,107 10,918,326
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 654,779 714,566

売上原価 533,569 493,417

売上総利益 121,209 221,148

販売費及び一般管理費 ※1
 96,576

※1
 81,319

営業利益 24,633 139,829

営業外収益

受取利息 1,533 329

受取配当金 12 12

受取手数料 2,686 1,815

受取賃貸料 4,421 3,500

その他 2,199 2,742

営業外収益合計 10,852 8,400

営業外費用

支払利息 16,026 26,080

長期前払費用償却 9,928 8,202

その他 3,510 101

営業外費用合計 29,465 34,383

経常利益 6,019 113,845

特別利益

賞与引当金戻入額 － 7,058

特別利益合計 － 7,058

特別損失

前期損益修正損 ※2
 38,590 －

訴訟和解金 － 19,000

その他 2,653 137

特別損失合計 41,244 19,137

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △35,224 101,767

法人税、住民税及び事業税 278 25,669

過年度法人税等 19,508 7,727

法人税等調整額 △33,868 14,472

法人税等合計 △14,081 47,870

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,143 53,897
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△35,224 101,767

減価償却費 87,326 89,398

長期前払費用償却額 9,928 8,202

賞与引当金の増減額（△は減少） 501 △16,140

修繕引当金の増減額（△は減少） 7,262 7,632

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,424 1,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,934 △733

関係会社株式評価損 2,646 －

受取利息及び受取配当金 △1,545 △341

支払利息 16,026 26,080

有形固定資産除却損 7 137

前期損益修正損益（△は益） 38,590 －

売上債権の増減額（△は増加） 15,769 △30,451

たな卸資産の増減額（△は増加） 4 2,236

仕入債務の増減額（△は減少） 349 △1,885

入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減
少）

△142,449 △112,008

未払金の増減額（△は減少） △50,960 △30,441

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,711 9,000

前受金の増減額（△は減少） 3,517 △6,680

その他 2,715 16,784

小計 △65,885 63,672

利息及び配当金の受取額 1,545 341

利息の支払額 △15,224 △25,063

法人税等の支払額 △68,638 △6,714

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,204 32,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △5,100 △37,200

定期預金の払戻による収入 － 69,400

有形固定資産の取得による支出 △139,718 △1,270

無形固定資産の取得による支出 △1,200 －

貸付けによる支出 △150 －

貸付金の回収による収入 56,004 58

出資金の売却による収入 4,000 －

差入保証金の差入による支出 △20,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,164 30,988
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 240,000 544,100

短期借入金の返済による支出 △302,496 △519,100

長期借入金の返済による支出 △93,432 △8,850

社債の償還による支出 － △99,000

配当金の支払額 △9,667 △5

リース債務の返済による支出 － △5,660

割賦債務の返済による支出 △985 △985

その他 △905 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,486 △89,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △421,854 △26,278

現金及び現金同等物の期首残高 938,349 227,012

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 516,495

※
 200,733

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

四半期報告書

15/24



【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

－

　

　当社は前事業年度において、多額の減損損失、投融資に関

する貸倒引当金の設定および評価損の発生により

1,075,075千円の当期純損失を計上し、資本欠損の状態とな

り、金融機関からの新たな資金調達は困難な状況となりま

した。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような状況が存在しています。

　そこで当社は、当該状況を解消すべく平成21年１月30日に

「再生計画」を策定し、安定資金の確保と経営体制および

事業モデルの改革のための方策を早急に実施することにい

たしました。

　「再生計画」の概要は以下のとおりであります。

・営業収支の改善

(1)当社収入の45％程度を新規入居者の入居一時金・介護

等一時金に依拠した不安定な収入構成を、今後は収支バラ

ンスの取れた収入モデルの月額家賃方式へ転換するととも

に、介護保険報酬と月額利用料を軸とした安定性ある収入

構成に改善してまいります。

(2)当社は、ご入居者の要介護割合の上昇等により現場ス

タッフが増加したことに加え、管理コストが嵩んでいるこ

となど、人件費および経費管理が不十分であったことに関

し、適正な人員配置と効率的なサービスの提供を実現して

まいります。

(3)上記(1)、（2)の実行性を確保するために業務提携先候

補との業務提携契約の締結に向けて協議を進めてまいりま

す。

・金融機関の支援および資本増強による財務収支の改善

　今後のより安定した資金繰りを確保し、健全な経営基盤の

もとで事業展開を図るため、第三者割当増資の可能性につ

いて協議を進めるとともに、取引金融機関に対して返済条

件緩和の申し入れを行います。

 

　以上の「再生計画」に対する進捗状況は以下のとおりで

あります。

　上記(3)につきましては、平成21年３月３日に株式会社か

わぞえ（札幌市で介護付有料老人ホーム１棟52床の運営お

よび神恵内村で高齢者グループホーム等３施設を運営）と

の間で「業務提携に関する基本合意書」を締結し、上記

(1)、(2)の改善計画に基づき、相互営業協力による施設空室

の入居促進を図るとともに、介護保険報酬の適正化策の実

施、施設における人員配置の徹底した見直しや人材交流な

ど、具体的な改革に着手しております。当第１四半期会計期

間において、介護保険報酬は前年同期比17.9％の増加を、売

上原価は前年同期比7.5％の減少、販売管理費につきまして

は15.7％の減少を達成しております。また、平成21年３月10

日、当社は藤井伸一氏（株式会社かわぞえ取締役、議決権

50％を保有する同社株主）と投資契約を締結し、同３月30

日に第三者割当増資を実施いたしました。
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前第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　

　

更に平成21年４月30日および同５月13日には取引金融機関

のご理解をいただき返済条件変更契約を締結しており、金

利は高くなったものの当面の分割返済額については緩和さ

れております。また、平成21年10月末および平成22年３月末

期限の借入については、再度借換をお願いしております。

　しかし、当社はこれらの対応策を関係者との協議を行いな

がら進めている途上であり、現時点では継続企業の前提に

関する不確実性が認められます。

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継

続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に

は反映しておりません。
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
前第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期会計期間　
（自　平成21年４月１日
  至　平成21年６月30日

会計処理基準に関する事項の

変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として移動平均法による

原価法によっておりましたが、当第１四半

期会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号　平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主

として移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しておりま

す。

　これにより、業績に与える影響はありませ

ん。

－

　

　

 リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る会計処

理によっておりましたが、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会　会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する事業年度

に係る四半期財務諸表から適用することが

できることになったことに伴い、第１四半

期会計期間からこれらの会計基準等を適用

し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

　これにより、業績に与える影響は軽微であ

ります。

－
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　    3,277,991千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,193,751千円

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 12,320千円

従業員給料手当 23,808千円

賞与引当金繰入額 2,803千円

退職給付費用 656千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,424千円

租税公課 9,841千円

減価償却費 471千円

業務委託料 14,957千円

役員報酬 5,792千円

従業員給料手当 21,892千円

賞与引当金繰入額 2,116千円

退職給付費用 767千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,114千円

租税公課 9,920千円

減価償却費 676千円

業務委託料 13,463千円

※２　前期損益修正損の内容 　－

過年度営繕費 37,558千円

過年度租税公課 1,032千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 516,495

預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 516,495

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 285,733

預入期間が３か月を超える定期預金 85,000

現金及び現金同等物 200,733
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　20,892株

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成21年６月30日）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年６月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 29,791.98円 １株当たり純資産額 27,197.44円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △2,731.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

１株当たり四半期純利益金額 2,579.80円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益又は純損失（△）　（千円） △21,143 53,897

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失（△）

（千円）
△21,143 53,897

期中平均株式数（株） 7,740 20,892

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － －

四半期純利益調整額（千円） － －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） － －

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） － －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません

２【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

四半期報告書

21/24



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

四半期報告書

22/24



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月11日

株式会社光ハイツ・ヴェラス

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　高規　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺嶋　典裕　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社光ハイツ・

ヴェラスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第23期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月14日

株式会社光ハイツ・ヴェラス

取締役会　御中

監査法人　銀河

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 川上　洋司　　　印

 
代表社員　
業務執行社員

 公認会計士 木下　　均　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社光ハイツ・

ヴェラスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第24期事業年度の第１四半期会計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日）及び第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第１四半期累計期間の経営成績並びにキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において重要な当期純損失を計上して資本欠損

の状態となり、金融機関からの新たな資金調達が困難な状況となったことから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じ

させるような状況が続いており、現時点においても継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況

に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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